
マイナンバーカード 
お持ちですか？ 

当院では、 

マイナンバーカードを 

保険証として 

使用することが 

できます！ 

マイナンバーカード使用のメリット 

〇 窓口での限度額以上の医療費の一時支払いが不要 

〇 正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられる 

▲デジタル庁のマイナンバーPRキャラクター マイナちゃん 

※事前登録が必要 

同意することで、医師が健診情報や処方された薬の情報などを確認することができ、 

それらの情報を取得し活用した診療を行うことができるので安心です！ 


